










　「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達
成すべき共通の基準として、昭和23年（1948年）12月10日の第３回国際連合総会において採択されました。
　国際連合は，世界人権宣言の採択を記念して，採択日の12月10日を「人権デー」と定め、加盟国に対し、
人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
　法務省及び全国人権擁護委員連合会は、関係機関等の協力を得て、「人権デー」を最終日とする１週間を「人
権週間」と定め，世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めております。
　上板町、徳島地方法務局及び徳島県人権擁護委員連合会においては、人権週間行事のひとつとして、「特設
人権相談所」を開設し、ＤＶ、セクハラ、ストーカーなどの女性に関する人権問題や、児童虐待、いじめ、
体罰など子どもに関する人権問題，高齢者や障害者に対する差別や虐待などの人権問題，その他家庭や近隣
関係のくらしの悩みごと等のご相談をお受けします。相談は無料で、秘密は厳守します。相談の日程は下記
のとおり予定しています。

人権週間についてお知らせ

12月は不法投棄防止強化月間です12月は不法投棄防止強化月間です

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律で「何人も、みだりに
廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、上板町環
境美化の推進に関する条例でも「何人も公共の場所等及び他
人が占有する場所にごみをみだりに捨ててはならない。」と
定められています。
　法律に違反すると５年以下の懲役若しくは１千万以下の罰
金、またはその両方が科せられる場合があります。また、町
の条例にも罰則規定が定められており、「ポイ捨て」「不法投
棄」は非常に厳しい罰則の対象になります。

まず、警察へ通報を・・・・
また、不法投棄かなと思ったら、分かる範囲で結構ですので、
次のような点に注意してご連絡ください。
①発見した日時及び場所
②どのような人がいましたか
③どのようなごみが捨てられていましたか
④車に書いてある会社名や車輌のナンバーは分かりますか。

● お問い合わせ ●
上板町役場　環境保全課
☎０８８－６９４－６８１３

ポイ捨て・不法投棄は犯罪です！

不法投棄を
見つけたら
情報を！

12月４日から10日までは人権週間です。

人 権 相 談 人権学習作品展示会
上板町中央公民館 （役場２階）
第２会議室
令和４年　12　月　５　日　（月）
午後１時30分～午後４時00分

開催場所

開催日時

上板町中央公民館 （役場２階）
第１会議室
令和４年　12　月　15　日　（木）
午後１時30分～午後４時00分

開催場所

開催日時

　毎年この期間に開催しておりました人
権フェスティバルは、中止させていただ
くことになりましたが、12月２日から12
月11日（月曜休館日）の期間、上板町農
村環境改善センター１階　農事研修室で、
町内幼稚園児・小学生・中学生の優秀な
人権学習作品の展示会を開催いたします。

※マスク着用のうえ、十分な距離を保ち
ご覧いただくようお願いいたします。

● お問い合わせ ●　上板町役場　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止となる場合があります。

● お問い合わせ ●　くらしサポートセンター上板　☎０８８－６９４－６１５５
場所：上板町社会福祉協議会（上板町西分字橋西1－11）　　時間：8時30分～17時（土・日・祝日・年末年始を除く）

● 仕事が長続きしない
● 働きたいけど仕事が見つからない
● 社会に出るのが怖い
● 収入が不安定で、家計のやりくりが難しい　など
　生活に不安を抱えひとりで悩んでいる方、まずはご相談くだ
さい。一人ひとりの状況に合わせて自立に向けた支援プランを
立て、他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行います。
ご家族やまわりの方からのご相談も受付けております。

＊生活困窮者自立支援事業＊
相談無料・秘密厳守

ひとりで抱えこまずに
まずはご相談ください

12月11日（日）10時～14時に出張
上板なかよしこども食堂を開催し
ます。
今回の開催場所は、技の館です。
（住所：上板町泉谷字原東32－4）
こども食堂は、地域のこどもから
高齢者まで、だれもが仲良く楽し
く集い、安心して暮らせる町づく
りを目的として活動しています。
食事の他に色々な遊びやゲームも
用意しています。
こどもから大人までどなたでも参
加できます。どうぞお越しくださ
い。

参加をご希望の方は、下記の技の
館まで電話で事前申込をお願い致
します。

申込電話：☎088－637－6555

12月の
こども食堂
開催のお知らせ

12月の
こども食堂
開催のお知らせ

12月の
こども食堂
開催のお知らせ

令和 5年　二十歳を祝う会のご案内令和5年　二十歳を祝う会のご案内
1 日　時　令和５年１月２日（月）　受付9時30分～　式典10時～
　　　　　 式典終了後に、出席者全員で記念写真撮影を行います。
2 会　場　上板町農村環境改善センター　多目的ホール
3 対象者　平成14（2002）年４月２日～平成15（2003）年４年１日生まれの方

4 その他
　付添いはご遠慮頂いております。
　その他QA等のご案内は、
　次のWebページをご確認
　ください。
　https://20s.kamiita.ed.jp● お問い合わせ ●　　上板町教育委員会　　☎０８８－６９４－６８１４

こども　無料、大人　300円
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マイナンバーカードを申請し、「個人番号カード交付・電子証明書
発行通知書兼照会書」（ハガキ）が届いた方で希望する方に対し、
マイナンバーカードの日曜交付を行います。
ご希望の方は、事前に必ずご予約をお取りください。
ホームページにも詳細について掲載しております。
●開設日時（事前予約制）
　令和４年12月　３　日（土）　９時15分～
　令和４年12月25日（日）　９時15分～
　※５人以上集まらない場合は、日時の変更をいたしますので、
　　あらかじめご了承ください。
●場所　上板町役場　住民人権課

マイナンバーカード交付の
休日窓口を開設します！

●　お問い合わせ　●
上板町役場　住民人権課　　☎088－694－68090120－95－0178マイナンバー

総合フリーダイヤル

事前
予約制

この機会にぜひお申し込みください。

マイナポイントがもらえるマイ
ナンバーカードの申請期限が
令和４年12月末まで
延長となりました。

正月を迎えるガーデニングを
してみませんか？

■日　時
　12月21日（水）　午後１時30分～
■場　所
　馬道会館　☎088－694－4868
　上板町西分字原渕18番地２
■申し込み締め切り
　12月16日（金）　午後５時まで
■材料代　2,000円

何かと人が集まる事が多い年末年始
を冬のお花でお迎えしましょう

● お問い合わせ ●
徳島北年金事務所　　　　☎088－655－0200
上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

国民年金保険料免除等の申請
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予
となる｢保険料免除制度｣や｢納付猶予制度（50歳
未満）｣があります。
　申請時点の２年１ヶ月前の月分までさかのぼっ
て申請することができます。
　失業等により保険料を納付することが経済的に
困難になったものの、申請を忘れていた期間があ
る方は、お気軽にご相談ください。

　上板町では、昨年度より「認知症になっても安心して自
分らしい生活を続けるために」というスローガンのもと、
様々な認知症施策を行ってきました。
　この度、松島小学校の６年生31名が、令和４年11月８
日「認知症キッズサポーター養成講座」を受講し、町内で
初めてとなる「認知症キッズサポーター」が誕生しました。
　認知症キッズサポーターは、「なにか」特別なことをす
る人ではありません。認知症の人やその家族に優しく声を
かけたり、暖かく見守る “応援者” です。
　受講後は、「勉強になった！」「楽しかっ
た！」と明るく答えてくれた認知症キッ
ズサポーターの皆さん。小学生のころか
ら、認知症についての理解を深めること
が、「認知症になっても安心して自分らし
い生活を続ける町づくり」に必要です。
これからの、認知症キッズサポーターの
活躍に期待しています！

● お問い合わせ ●
上板町役場　健康推進課

　☎０８８－６９４－６８１０

▲認知症のクイズに、みんな手を挙げて答えています。

上板町上板町 認知症キッズサポーター誕生認知症キッズサポーター誕生初初
▲認知症キッズサポーターの証である

　　オレンジリングと、
　　　　　キッズサポーターカード
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どちらも11月からWAZA CAFFEの新メニューに
登場しています！
ピザ生地は、技の館で手作
りしていて、石窯のピザ窯
で焼くので、もちもちの食
感がクセになります。
是非、ご家族で食べにきて
くださいね。

　11月中旬に吉野川下流域土地改良区等から郵送しました書類について、内容をご
確認の上、「同意書」（黄色の用紙）を同封の返信用封筒にてご返信ください。
　平成３年度から実施されてきた国営総合農地防災事業「吉野川下流域地区」を（独）水資源
機構に事業承継するには、水資源機構法により定められた手続きにおいて、土地改良区の組
合員の同意が必要となりますので、関係する皆様にご協力をお願いしております。

WAZA CAFFE
技の館で土日のみ営業しているWAZA CAFFEのランチメニューに新メニューが追加となりました！

ピザ新メニューのお知らせ

技の館＜一般社団法人ジャパンブルー上板＞
〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32番地４
☎ 088－637－6555 ／ FAX：088－637－6554
Mail：ai@wazanoyakata.com　https://wazanoyakata.com

● お問い合わせ ●

シーフード
ホワイトソースとシーフー
ドが、寒くなってきた冬に
ぴったりのメニューです。

■場所　技の館＜上板町泉谷字原東32-4＞

12月３日（土）、４日（日）、10日（土）、11日（日）、
17日（土）、18日（日）、24日（土）、25日（日）
※12/4は、イベント開催のためモーニング営業のみ。

今月の
営業時間

モーニング　８：00～11：00 （LO 10：30）
ランチ　　 11：00～14：30 （LO 14：00）　

ジェノベーゼ
バジルソースのジェノベー
ゼとベーコンが、さわやか
な風味を出しています。

次の書類（同意書など）が届いた「農地を所有または耕作されている」皆様へ

“国営事業の水資源機構への
　　　　事業承継に関する同意のお願い”

同意書

同意説明書

同意書

同封の返信用封筒に住所、氏名
を明記の上、「同意書」をご返
信ください！ 

【返信用封筒】 

住所：〇〇〇 

氏名：〇〇〇 

ピザセット　　　　　　800円（税込）
　　　　　　ピザ・サラダ・スープのセット

ピザドリンクセット　1,000円（税込）
　　ピザ・サラダ・スープ・ドリンクのセット

◆マルゲリータ　 ◆てりやきチキン
◆ジェノベーゼ　 ◆シーフード
◆おまかせＭＩＸ

〈ピザは、下記よりお選びください。〉

農林水産省 中国四国農政局 四国東部農地防災事務所（総合窓口）
☎０８８－６７７－５５６５（平日9：00～17：00（土日、祝祭日を除く））

● お問い合わせ ●

19　●　広報かみいた　第294号



● お問い合わせ ●　上板町学校給食センター　☎０８８－６９４－２２７９

お誕生おめでとう
（令和４年10月）

近　藤　貴　弥 千　明 　碧
あおい

女の子（七條）　

宇　坂　雄　介 菜津美 光翔
こうが

男の子（神宅）　

濱　田　勝　斗 果　奈 虎徹
こてつ

男の子（西分）　

後藤田　亮　太 萌　愛 陸斗
りくと

男の子（神宅）　

学校給食センター
　上板町学校食育推進委員会では町内の小中
学生を対象に、「しいたけ・干ししいたけ」や「チ
ンゲンサイ」を使った献立を募集しました。
　たくさんの方にご応募いただき、応募され
た中でも身近な野菜などの地場産物を使った
献立や味付け、野菜の取り入れ方に工夫を凝
らされたものなど、実際に給食で取り入れた
い献立を応募してくれた12名が優秀賞に選ば
れました！
　優秀賞に選ばれた献立の中で、
実際に調理可能な献立については、
給食に取り入れていく予定です。

ハンドメイド好きの方に人気の「レジン」
様々な型に好きなパーツを入れて固めます。来年の干支のうさぎ、
またはお守りのあまびえをレジンで作ってみませんか。

来年の干支・お守りの
あまびえを作ってみませんか？

■日　時　12月16日（金）　午後１時30分～
■定　員　15名（先着となりますので、
　　　　　　　　　お早めに電話でお申し込み下さい）
■参加費　材料費600円～ 1000円程度
■場所・お問い合わせ　馬道会館　☎088－694－4868
　　　　　　　　　　　上板町西分字原渕18番地２

『ふるさとおいしいもの献立コンテスト』を実施しました！

上板中学校　１年　　野　田　陸　斗

上板中学校　１年　　藤　巻　　　紬

上板中学校　１年　　福　永　拓　望

上板中学校　１年　　松　本　優　月

松島小学校　４年　　福　永　成　己

神宅小学校　５年　　岡　谷　柊　翔

神宅小学校　５年　　中　尾　咲　貴

神宅小学校　５年　　勝　瀬　礼　菜

東光小学校　５年　　中　山　夢　々

東光小学校　５年　　中　川　莉　緒

高志小学校　５年　　福　田　眞　子

高志小学校　４年　　小　松　　　楓

優　秀　賞

■開 設 日　12月21日（水）
■開設時間　午後1時30分～午後3時30分
■開設場所　上板町老人福祉センタ－

一日行政相談所開設予定日
　 住民の皆さんから役所の仕事に対する苦情や要望などの
相談を受け、必要に応じて関係行政機関にあっせんを行い
ます。
　相談は無料で、秘密は固く守られますので、
お気軽にご相談ください。
　新型コロナウイルス感染予防のため来庁前
には検温し、マスクを着用しご来場ください。
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